
高砂市民病院将来構想 

令和6年１月 

高砂市 





＜ 目 次 ＞ 

 

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

１．高砂市民病院の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

２．高砂市民病院のあるべき姿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

３．医師確保に向けた方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

４．介護医療院の併設について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

５．建物の建替えの考え方について・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２ 

６．市の財政負担について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

７．新たなアピールポイントについて・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

８．新たな経営改善策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４７ 

９．市民意見について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４９ 

おわりに 高砂市民病院の将来像について・・・・・・・・・・・・・・ ６６ 



はじめに 

高砂市民病院は、昭和４０年１月に荒井病院と国保高砂病院を統合し、８診療

科（内科、外科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、整形外科、放射線

科）、病床数１５９床で開設しました。 

昭和４０年７月には病床数を２６０床に増床、昭和４３年１月には新生児センター

の開設、昭和４４年４月には人工透析室（腎センター）を開設し、兵庫県下では早

期での透析診療を開始しました。また昭和６３年８月には効率的、弾力的な病院

運営を行うため、経営形態を地方公営企業法の全部適用としました。 

現病院は平成２年５月に開院（１４診療科、病床数３５０床）し、現在は病床数１９

９床にダウンサイジングしておりますが、高砂市域の中核病院として急性期・回復

期・終末期の３診療機能を提供しております。 

病院経営につきましては、平成１６年に始まった新医師研修医制度により常勤

医師数が減少し、経営状況が悪化したため、平成２０年度には病院特例債の活

用や一般会計の支援を受けて不良債務を解消しました。 

平成２１年度には「高砂市民病院改革プラン」の策定により経営改革を進め、材

料費の削減、委託業務の内容精査、人員の適正配置などを実施し、平成２２年度

には経常黒字化を達成しました。また平成２５年度に緩和ケア病棟の開設、透析

病床の拡充を図り一定の成果を上げましたが、常勤医師の退職等によって収益

が減少したため、当該改革プランの目標を達成することはできませんでした。 

平成２８年度には経営改善及び地域包括ケアシステムの構築を目的として「高

砂市民病院新改革プラン」を策定しました。しかし、外部の医療環境の大きな変

化から、高砂市では、収支が著しく悪化し、安定的な経営を維持できない恐れが

ある状況と判断し、平成３０年１０月に「高砂市民病院のあり方検討委員会」を設

置し、市民病院のあり方を諮問しました。当該委員会の答申を受け、令和元年５
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月に「高砂市民病院のあり方検討委員会答申に対する対応方針」を策定し、現行

の経営形態を維持しながら、「高砂市民病院の課題に対する対策」、「加古川中

央市民病院との強固な連携」、「病院独自での改善策」に取り組むこととしました。 

さらに令和３年９月には高砂市民病院経営改善対策特別委員会から意見もい

ただき、「高砂市民病院経営改善計画」を策定し、経営改善に努めてまいりました。 

しかしながら、専門医制度の発足や常勤医師の高齢化により医師確保が更に

困難となったこと、依然として厳しい経営状況が続いていること、加えて現建物の

老朽化による建替えなどの課題を抱えていることを受け、高砂市では、令和４年

度に市民病院の持続可能な病院運営のあり方を検討するために経営コンサルテ

ィング業務を委託しました。また令和５年度には外部有識者で構成される「高砂

市民病院将来構想検討委員会」を設置し、高砂市民病院のあるべき姿、機能及

び役割、建物の建替えを含めた方向性について諮問を行いました。 

高砂市では、当該委員会の答申を受け、令和５年９月に「高砂市民病院将来構

想（素案）」を策定し、市民説明会、市民アンケート、パブリックコメント及び特別

出前講座における市民の意見も勘案しながら、将来的に持続可能な経営基盤の

確立に向け、「高砂市民病院将来構想」をこの度策定するものです。 
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１．高砂市民病院の現状 

 （１）開設日  昭和４０年１月２０日 

 

 （２）現市民病院設立日  平成２年５月１日（現市民病院：築後３３年） 

 

 （３）病床数  １９９床（うち急性期病床７８床、回復期病床９７床、 

緩和ケア病床１８床、人間ドック病床６床） 

 

 （４）医師数  ２１名（うち内科６名、外科３名、整形外科３名） 

    ※病院事業管理者（病院長）を除く 

 

 （５）診療科数  １８診療科（休診中：精神科・産科） 

＜入院ができる診療科＞   ※カッコ書きは医師数 

    内科（６名）、外科（３名）、整形外科（３名）、眼科（１名）、形成外科（１名）、 

皮膚科（１名）、脳神経外科（１名）、泌尿器科（１名）、麻酔科（１名）、 

緩和ケア内科（１名）、総合診療（１名） 

 

   ＜外来診察だけの診療科＞ 

    循環器内科（水・金）、小児科（月～金）、婦人科（木）、 

耳鼻いんこう科（月・水・金）、放射線科（読影のみ） 

 

   ＜その他の診療科＞ 

    病理診断（１名） 
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2．高砂市民病院のあるべき姿 

 （１）公立病院としての必要性 

①新興感染症への対応 

現在の高砂市民病院にある感染症専用病棟や検査専用の施設については、

新型コロナウイルス感染症対応が終了したとしても、新興感染症に備え、今後

も維持する。また、新病院についてもその機能は残すこととする。 

    

新型コロナウイルス感染症対応実績 （単位：件、人） 

  Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 計 

ＰＣＲ検査件数 1,914 5,890 7,330 15,134 

入院延人数 2,613 3,807 2,532 8,952 

ワクチン接種件数 － 21,775 11,574 33,349 

 

②災害医療への対応 

将来、発生が予想されている南海トラフ地震、また大規模火災や人身事故な

どの災害発生時の対応を高砂市民病院が中心となって、自院対応が可能なも

の、三次救急病院へ転送するもののトリアージを行い、公立病院の使命である

災害医療への対応を実践する。 

 

  ③救急搬送患者の受入れ 

・平日時間内の受入れ要請は断らない 

深刻な医師不足の状況ではあるが、救急搬送依頼の受入れを行っていくこ

とが公立病院としての使命である。２４時間３６５日のすべての時間帯の受入れ
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はマンパワー的に困難であるが、すべての常勤医師が在院する平日の時間内

においては、トリアージは必要であるが、必ず受入れていく。 

・診療科間の連携による受入れ 

救急搬送受入れ依頼は内科、外科、整形外科が中心となるが、内科は医師

不足、整形外科は平日の午後は全医師が手術を行っており、救急患者対応が

できないことがあるのが現状である。 

この状況を改善するためにも、診療科間の連携による救急搬送患者の受入

れの拡大を図る。 

・二次救急輪番制への参加 

救急搬送患者の受入れが一番多い二次救急輪番制への参加を維持し、当

番日である毎月第４週日曜日の救急搬送患者の受入れを行っていく。 

・整形外科における土曜救急の実施 

土曜日の日中の時間帯は整形外科が日直業務を担っており、救急搬送患

者の受入れを積極的に行っていく。（但し、毎月第２週土曜日を除く） 

     

④高砂市医師会との強固な連携（医師会との直通ダイヤルの開設） 

高砂市民病院は市内唯一の公立病院として、地域医療の中核病院としての

役割を果たしていかなければならない。地域医療の充実には医師会との強固

な連携が必須であり、医師会からの紹介依頼による検査・診察については、即

日対応を実施することが望まれている。その要望に応えるため、医師会の開業

医と高砂市民病院間で直通ダイヤル（外線を通さず、直接、高砂市民病院医師

への依頼ができる専用回線）を開設し、開業医からの紹介依頼に対し、できる

限り、即日対応を行っていく。 
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⑤在宅医療の充実 

今後、高齢化がますます進み、在宅医療対象患者の増加が見込まれている

状況の中、高砂市民病院も市民ニーズがさらに高まってくることが想定される

在宅医療について、高砂市域の中核病院としての役割を担っていく。また、高

砂市民病院内にあり、医師会が運営する「高砂市在宅医療・介護連携支援セ

ンター」と連携し、地域包括ケアシステムにおける「医療」と「介護」の橋渡し役も

果たしていく。 

 

 （２）他医療機関との連携のあり方 

①開業医からの紹介患者に即時対応できるシステムの構築（再掲） 

具体的には「高砂市民病院直通ダイヤル」を開設し、開業医から担当医師へ

直接、紹介依頼（検査・診察等）ができる環境を構築し、迅速に開業医の要望

に応えていく。 

   ②加古川中央市民病院からの回復期患者の受入れ 

         高度急性期を担う加古川中央市民病院からの回復期患者の紹介を全面的

に受け入れ、東播磨医療圏域内での高砂市民病院の役割を果たしていくととも

に回復期病棟の病床稼働率をアップさせていく。 

   ③ＤＸ化の推進 

         連携病院の中心となる加古川中央市民病院と電子カルテをネットワーク化し、

患者情報を共有することで迅速な患者紹介・逆紹介を行う。 

     またオンライン診療についても、調査・研究し、導入の検討を行っていく。 

 

（３）経営形態について 

当面は公立病院（公設公営）の経営形態を維持し、医師確保を最重点課題
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として懸命に取り組んでいく。しかし、将来的に医師数が減少の一途をたどり、

多額の単年度資金不足（現金ベースの赤字）が継続して発生し、公立病院（公

設公営）としての経営形態を維持できないと判断された場合は、経営形態（地

方独立行政法人・指定管理者制度）（※資料１）を見直し、持続可能な経営基盤の

確立を目指していく。 
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資料１
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（４）東播磨医療圏域における高砂市民病院の役割 

①回復期機能の充実 

当該医療圏域は加古川中央市民病院、県立加古川医療センターが高度急

性期機能を担っていることから、高砂市民病院は今後、ニーズがますます高ま

ってくることが想定される回復期機能を充実させていく。(※資料２) 

   ②二次救急輪番制の維持（再掲） 

回復期機能を充実させながらも地域の急性期機能も展開できることから、

深刻な医師不足の状況ではあるが、二次救急輪番制（毎月第４週日曜日）への

参加を維持し、東播磨医療圏域内での役割を果たしていく。 

 

 （５）必要な診療機能 

経営コンサルティング業務では将来の医師数予測から「１２７床」の提案があっ

たが、最大限の医師確保の取組により、医師数の増加を図り、ダウンサイジング

は行うものの、１２７床から幅を持たせた病床数を検討していく。 

    ただし、病床数はダウンサイジングするものの、診療科目について現状の診療

科数を維持していく。 

また、現在外来診療と混在している健診・人間ドックについて、新病院では外

来診療とは切り分け、健診センターをワンフロア化し、健診・人間ドックに特化し

た機能をもたせる。 

 

12



 

 

年齢３区分における直近の人口推移及び推計について 

 
 

 
 
 

 
※２０２３年のみ８月末時点数値、２０１９年～２０２２年は９月末時点数値 
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3．医師確保に向けた方策 

 今後医師が減少していくなかで（※資料３・４）、(1)～(８)の方策を積極的に進めていく。 

 

（１）派遣元大学等への派遣依頼 

派遣元大学等へ粘り強く医師派遣依頼を行うためにも、派遣元大学等への訪

問依頼回数を増加させていく。 

 

（２）専門医制度研修プログラムからの派遣 

加古川中央市民病院の当該研修プログラムの連携病院となっていることから

医師だけでなく、病院全体で充実した研修体制を構築し、専攻医に選んでもらえ

る病院となることに努める。 

 

（３）「兵庫県地域医療支援医師修学制度」からの派遣依頼 

当該制度を利用した医師は、へき地指定の医療圏域へのみ、派遣されることに

なっているが、へき地医療圏域以外の中小病院も深刻な医師不足が解消されな

い状況である。派遣元大学からも中小病院への医師派遣は非常に厳しい状況で

あることから、へき地指定病院以外の中小病院にも、当該制度を利用した医師の

派遣がいただけるよう、兵庫県に働きかけていく。 

 

（４）セカンドキャリアを希望する医師の確保 

高砂市民病院は健診や人間ドック等、予防医療を充実させていく方向性であ

ることから、定年後の医師の継続雇用やセカンドキャリアを希望する医師をリク

ルートし、医師数の増加を図っていく。 
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 （５）寄附講座の開設 

    市の地域医療の充実のため、派遣元大学等と連携した寄附講座を開設し、地

域医療に関する教育・研究拠点を設置することで、総合医など地域医療を担う

医師などの養成や高砂市のニーズに即した医療に関する教育・研究を行うこと

で地域医療の充実に寄与させていきたい。そして、この制度を活用することで総

合診療医の定着を目指していく。 

 

 （６）ドクターバンクの活用 

   転職を考えている医師が登録されているドクターバンクを活用し、現在、深刻

な医師不足となっている診療科、特に一般内科、腎臓内科、循環器内科医師の

確保を図っていく。 

 

（７）医学生への修学資金制度の創設 

   全国の大学で学ぶ医学生を対象に修学資金制度を創設し、大学卒業後は高

砂市民病院での勤務を義務付けることで、若手医師の確保に努める。 

 

（８）人脈を通じた働きかけ 

   かつての勤務医、また同じ病院で一緒に勤務した医師への勧誘、同じ出身高

校、大学の人脈を通じた働きかけ等により、医師確保を図っていく。 
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１．診療科別常勤医師数の推移

内科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 眼科 形成外科

令和 5年度 6 3 3 1 1 1 1

令和12年度 2 3 3 1 1 1 1

泌尿器科 検体検査 麻酔科 緩和ケア内科 総合診療 医師数計

令和 5年度 1 1 1 1 1 21

令和12年度 0 1 1 1 0 15

※令和12年度の医師数は医師確保が出来なかった場合のもの

※定年到達後の会計年度任用職員としての雇用継続を見込まず

２．診療科の構成

※（　）内は医師数

診療科別常勤医師数について

令和５年度

１２診療科

内科（６）

外科（３）

整形外科（３）

令和１２年度

内科（２）

外科（３）

整形外科（３）

脳神経外科（１）

形成外科（１）

検体検査（１）

麻酔科（１）

緩和ケア内科（１）

１０診療科

皮膚科（１）

眼科（１）

検体検査（１）

麻酔科（１）

緩和ケア内科（１）

総合診療（１）

脳神経外科（１）

皮膚科（１）

眼科（１）

形成外科（１）

泌尿器科（１）

資料３
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※内科の令和６年度の２名減は自己都合退職を想定したもの

※定年到達後の会計年度任用職員としての雇用継続を見込まず

※網掛けは令和１２年度までには常勤医が不在となる診療科

内 科 4 3 3 2 2 2 2

診療科別常勤医師数の推移について

Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２Ｒ５

6

3

整形外科 3 3 3 3 3 3 3

外 科 3 3 3 3 33

3

3

1

皮　膚　科 1 1 1 1 1 1 1

脳神経外科 1 1 1 1 11

1

1

1

形成外科 1 1 1 1 1 1 1

眼 科 1 1 1 1 11

1

検体検査 1 1 1 1 1 1 1

泌尿器科 1 01

緩和ケア内科 1 1 1 1 1 1 1

麻　酔　科 1 1 1 1 1

1 1 1 0

1

1

10診療科数 12 11 11 10 10 10

1

1

1

1

21

12

15医師数 19 17 17 15 15 15

総合診療

1

資料４
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4．介護医療院の併設について 

現在、市内には介護医療院がないことから、医療度の高い介護医療院を高砂

市民病院に併設し、医療施設と介護施設をつなげることで高砂市民病院の収益

を向上させることができないか、検討を行った。 

第 9 期介護保険事業計画策定におけるアンケート調査（※資料５）結果からも介

護医療院のニーズは一定程度あると考えるが、介護医療院に入所している人の

多くが特別養護老人ホームでも対応可能な医療ケアを受けているのが現状（※資

料６）であり、また、令和７年度に中筋地区に８０床の特別養護老人ホームが開設

されることに伴い、待機者数４３人（令和４年４月時点）も一定解消が見込めるな

どを踏まえると、高砂市民病院への併設について確実に入所が見込めるとまで

は言えない。 

また病院併設型の介護医療院は病院本体からの直接入所が大半であるが、

高砂市民病院を退院する医療度の高い回復期患者で介護施設へ入所している

実績は少ない。（※資料７） 

さらには、採用による新たな介護士等の人材確保が必要であること、建設コス

トも多額になる。 

以上のことから、現状においては介護医療院の併設はしないものとする。 
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高砂市介護保険事業計画（第 9期）アンケート調査結果及び認定者推移 

 

問：高砂市に特に不足していると感じるサービス（予防含む）はありますか。 

（対象：ケアマネジャー 回答数：68（5つまで選択可）） 

サービス種別 市内事業所数 回答数 割合（％） 

定期巡回随時対応型訪問介護看護（地域密着） 1 37 54.4 

夜間対応型訪問介護（地域密着） 0 22 32.4 

介護医療院 0 20 29.4 

小規模多機能型居宅介護（地域密着） 2 19 27.9 

認知症対応型通所介護（地域密着） 0 17 25.0 
 

問：高砂市に特に不足していると感じるサービスがありますか。 

（対象：介護事業所 回答数：131（5つまで選択可）） 

サービス種別 市内事業所数 回答数 割合（％） 

特にない ― 50 38.2 

定期巡回随時対応型訪問介護看護（地域密着） 1 22 16.8 

夜間対応型訪問介護（地域密着） 0 16 12.2 

介護医療院 0 11 8.4 
 

問：今後、高砂市において、新規に展開したい（新規に事業実施に取り組みたい）と考えている介護サービ

スはありますか。（対象：介護事業所 回答数：131（いくつでも選択可）） 

サービス種別 市内事業所数 回答数 割合（％） 

特にない ― 93 71.0 

訪問介護 20 8 6.1 

訪問看護 13 7 5.3 

介護医療院 0 0 0 
 

問：あなたは将来について、どのような生活を希望しますか。 

（対象：市内 65歳以上 3,800人 回答数 3,124（１つだけ選択）） 

 

 

 

 

 

 

 

高砂市の要介護認定者数の推移 

  要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 総数 

R5（2023） 1,275 1,239 1,187 595 558 457 347 5,658 

R6（2024） 1,308 1,270 1,216 611 574 469 354 5,802 

R7（2025） 1,344 1,300 1,248 625 588 484 365 5,954 

R8（2026） 1,376 1,330 1,278 642 602 498 370 6,096 

R12（2030） 1,498 1,444 1,401 711 668 553 401 6,676 

R17（2035） 1,499 1,517 1,494 779 735 616 437 7,077 

R22（2040） 1,390 1,464 1,462 783 750 634 455 6,938 

R27（2045） 1,333 1,394 1,383 743 712 604 431 6,600 

（出典：厚労省 地域包括ケア「見える化システム」）            ※R5のみ実績値 

資料５ 
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資料６
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資料７
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5．建物の建替えの考え方について 

（１）移転建替え・現地建替え・大規模改修について 

平成２年に建てられた現在の高砂市民病院は、建物の老朽化が進んでいる。 

新病院の建替えについては、「移転建替え」「現地建替え」「大規模改修」の３

パターンが考えられる。この３パターンの中では、現病院の運営を休止、制限す

ることなく、病院機能を移行できること、患者に一番負担をかけないことを勘案

すると「移転建替え」が一番効率的である。また費用面においても上記３パター

ンのうち、「移転建替え」が一番費用が抑制できるとの分析結果となっている。（※

資料８） 

   

 （２）移転候補地について 

移転候補地については交通手段を考慮すると公共交通、特に現病院の山陽

電鉄沿線があげられる。また、交通手段だけではなく、人口集中や利便性等も勘

案し、移転場所を検討してきた。（※資料９） 

現時点では、山陽電鉄高砂駅周辺または荒井駅周辺を候補地とした。今後、

引き続き具体的な検討を重ねていく。 
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建物の建替え比較について

〇土地取得費は等価交換を想定

〇駐車場整備は平面を想定
(用地によっては立体駐車場整備
費に約1,000百万円程度要する可
能性あり)

〇医療機器整備費を含む

〇現敷地内で新病院の一部新築、
既存病院の解体、増築を段階的に
行い、新病院の建築を行う

〇代替駐車場費用、医療機器整備
費を含む

〇内装の全面やり替え・外壁の全
面改修

〇未更新の設備機器の更新

〇水回り全面更新

〇病院を運営しながら新病院建設
が可能であり、ニーズにあった合
理的な病院プラン（計画）が行える

〇適正な施設規模の実現やＺＥＢ
化等により、水道光熱費等のランニ
ングコストを抑えられる

〇病院の機能配置や動線などを新
しく計画することから効率的な運営
ができる

〇全室個室化することにより患者
の入院環境を向上させることがで
きる

〇旧病院の跡地で新たなまちづく
りの可能性がある

〇病院の移転がないため、新病院
完成後の通院面で患者への負担・
影響を少なくすることができる

〇適正な施設規模の実現やＺＥＢ
化等により、水道光熱費等のランニ
ングコストを抑えられる

〇病院の機能配置や動線などを新
しく計画することから効率的な運営
ができる

〇全室個室化することにより患者
の入院環境を向上させることがで
きる

〇建設用地を確保する必要がない

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト

移転建替え 現地建替え 大規模改修

概
算
事
業
費

病床数127床 病床数127床

　事業費計　 約9,420百万円 　事業費計  約13,140百万円 事業費　約10,070百万円

〇移転と比べると通院面で患者へ
の影響を少なくすることができる

〇慣れ親しんだ病院施設を引き続
き利用できる

〇建設用地を確保する必要がない

〇移転場所によっては患者の通院
負担増加につながることから、遠く
に移転する場合は、現病院に代わ
る医療機能を何らかの形で残して
ほしいとの要望等が上がる可能性
がある

〇移転先の確保に長期間を要する
可能性がある

〇現敷地内で一部新築、既存病院
の解体、増築を段階的に行うこと
から、新病院の完全稼働まで期間
を要する

〇現敷地内で一部新築、既存病院
の解体、増築を段階的に行うこと
から、移転新築に比べ、計画の自
由度は少ない

〇工事期間中は駐車場が不足す
るため、別途駐車場を確保する必
要が生じ、病院から離れた駐車場
からシャトルバスなどで来院をお願
いすることになる

〇現敷地内で一部新築、既存病院
の解体、増築を段階的に行うこと
から、外来・入院医療ともに提供規
模が縮小する期間が生じ、収益減
収となる。受け入れできる外来・入
院患者数も減少する

〇現状の施設規模を維持すること
になるため、管理費等のランニング
コストが他の案より高くなる

〇工事に伴う騒音、振動による患
者への負担は避けられない

〇病院機能維持のための主要設
備は地下にあり洪水等の災害に弱
い

〇外来・入院診療ともに停止期間
が生じることから収益減収となる。
この期間は入院患者には他病院へ
転院をお願いしなければならない。
また外来診療も受け入れできない

資料８
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移 転 用 地 の 考 え 方 

 

条件として次のことを考慮し検討する 

 

 
・  アクセス性 
   
   駅などの公共交通機関に近い立地 

  

・  利便性 

 

  市中央部（人口分布による） 

   

・  防災性 

 

  浸水など 

 

・ 民間病院との位置関係 

 

・  現在の患者の地域動向 

 

・  病院建築に必要な面積以上の土地 

 

（約１５，０００㎡程度） 

 

資料９ 
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6．市の財政負担について 

 （１）高砂市民病院への繰出金推移 

        （単位：百万円） 

  H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

基準内 790 741 730 532 536 568 523 446 462 

基準外 466 480 588 394 0 0 0 494 591 

合 計 1,256 1,221 1,318 926 536 568 523 940 1,053 
          

  R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

基準内 531 562 564 544 542 754 729 702 687 

基準外 633 614 641 601 584 552 648 641 638 

合 計 1,164 1,176 1,205 1,145 1,126 1,306 1,377 1,343 1,325 

※基準内とは、国から示される基準に基づき市が負担する財政支援額 

※基準外とは、主に高砂市民病院の赤字に対する補てん額 

（主な算出根拠） 

・令和１２年度に病床数１２７床（介護医療院なし）で移転新築した建築費を見込

んでいる。なお、繰出金のうち新病院建設分は資料１１のとおりである。 

・医師確保が出来ずに医師数が減少、その他の医療従事者も病床規模に見合う

職員数とした人件費を見込んでいる。 

（分析） 

経営コンサルティング業務委託による分析では、今後の高砂市民病院への基

準外繰出金は４億９４００万円から最大６億４８００万円で推移することが想定さ

れている。基準外繰出金額が上下しているのは、電子カルテの更新（令和６年、 

１１年）、大型放射線機器の更新（令和８年、１１年）、また令和１２年度に建替えする

ことを想定した基本設計、詳細設計、建築費用等の経費が発生することによる。 

なお、過去の実績については資料１０のとおりである。 
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（単位：千円）

平成２年度 平成３年度 平成４年度 平成５年度 平成６年度 平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度

特例債元利償還金相当分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他基準内繰出金 788,369 855,690 902,811 876,377 931,160 894,983 1,084,224 979,667 891,401 896,357 881,643 720,723

基準内繰出金合計 788,369 855,690 902,811 876,377 931,160 894,983 1,084,224 979,667 891,401 896,357 881,643 720,723

不良債務解消分 102,476 200,000 500,000 0 0 100,000 440,000 440,000 440,000 440,000 430,000 0

単年度資金不足補填分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基準外繰出金合計 102,476 200,000 500,000 0 0 100,000 440,000 440,000 440,000 440,000 430,000 0

890,845 1,055,690 1,402,811 876,377 931,160 994,983 1,524,224 1,419,667 1,331,401 1,336,357 1,311,643 720,723

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

特例債元利償還金相当分 0 0 0 0 0 0 0 331,863 332,232 332,232 332,232 332,232

その他基準内繰出金 747,714 822,653 798,355 796,299 775,313 738,106 739,321 755,457 779,438 840,811 875,864 779,596

基準内繰出金合計 747,714 822,653 798,355 796,299 775,313 738,106 739,321 1,087,320 1,111,670 1,173,043 1,208,096 1,111,828

不良債務解消分 0 0 0 0 0 0 835,000 372,000 350,000 300,000 0 0

単年度資金不足補填分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225,766 462,459

基準外繰出金合計 0 0 0 0 0 0 835,000 372,000 350,000 300,000 225,766 462,459

747,714 822,653 798,355 796,299 775,313 738,106 1,574,321 1,459,320 1,461,670 1,473,043 1,433,862 1,574,287

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 合計

特例債元利償還金相当分 332,232 330,496 0 0 0 0 0 0 0 2,323,519

その他基準内繰出金 788,566 777,455 789,973 740,608 730,049 532,374 536,410 567,872 523,280 26,138,919

基準内繰出金合計 1,120,798 1,107,951 789,973 740,608 730,049 532,374 536,410 567,872 523,280 28,462,438

不良債務解消分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,949,476

単年度資金不足補填分 442,284 430,204 465,899 480,092 587,515 394,413 0 0 0 3,488,632

基準外繰出金合計 442,284 430,204 465,899 480,092 587,515 394,413 0 0 0 8,438,108

1,563,082 1,538,155 1,255,872 1,220,700 1,317,564 926,787 536,410 567,872 523,280 36,900,546

基準内繰出金

基準外繰出金

一　般　会　計　繰　出　金　合　計

一　般　会　計　繰　出　金　年　度　別　決　算　一　覧　表

一　般　会　計　繰　出　金　合　計

基準外繰出金

一　般　会　計　繰　出　金　合　計

基準内繰出金

基準外繰出金

経営健全化計画期間

基準内繰出金

資料１０
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令和４年度
（実績）

令和５年度
（当初予算）

令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度

企業債元利償還金 196 75 92 202 236 252 237 275 753

企業債元金残高 420 509 970 939 785 533 2,316 8,574 9,656

基準内繰出金 523 446 462 531 562 564 544 542 754

うち新病院建設分 44 148

基準外繰出金
（単年度資金不足補填分）

0 494 591 633 614 641 601 584 552

うち新病院建設分
病院負担相当分

45 149

一般会計繰出金合計 523 940 1,053 1,164 1,176 1,205 1,145 1,126 1,306

うち新病院建設分 89 297

令和１３年度 令和１４年度 令和１５年度 令和１６年度 令和１７年度 令和１８年度 令和１９年度 令和２０年度 令和２１年度

企業債元利償還金 749 730 726 723 360 357 470 467 464

企業債元金残高 8,997 8,354 7,711 7,068 6,785 7,082 6,683 6,284 7,185

基準内繰出金 729 702 687 676 494 493 549 548 546

うち新病院建設分 186 184 183 181 180 178 177 175 174

基準外繰出金
（単年度資金不足補填分）

648 641 638 637 456 454 511 509 508

うち新病院建設分
病院負担相当分

186 185 183 182 180 179 177 176 174

一般会計繰出金合計 1,377 1,343 1,325 1,313 950 947 1,060 1,057 1,054

うち新病院建設分 372 369 366 363 360 357 354 351 348

令和２２年度 令和２３年度 令和２４年度 令和２５年度 令和２６年度 令和２７年度 令和２８年度 令和２９年度 令和３０年度

企業債元利償還金 721 718 598 595 692 429 426 439 436

企業債元金残高 6,526 5,867 5,324 5,281 4,638 4,255 3,952 3,553 3,154

基準内繰出金 675 673 614 612 661 529 527 534 532

うち新病院建設分 172 170 169 167 166 164 163 161 160

基準外繰出金
（単年度資金不足補填分）

636 635 574 573 621 490 489 495 494

うち新病院建設分
病院負担相当分

172 171 169 168 166 164 163 161 160

一般会計繰出金合計 1,311 1,308 1,188 1,185 1,282 1,019 1,016 1,029 1,026

うち新病院建設分 344 341 338 335 332 328 326 322 320

令和３１年度 令和３２年度 令和３３年度 令和３４年度 令和３５年度

企業債元利償還金 332 590 687 667 664

企業債元金残高 4,155 4,096 3,437 2,794 2,151

基準内繰出金 481 609 658 648 647

うち新病院建設分 158 157 155 154 152

基準外繰出金
（単年度資金不足補填分）

441 571 619 609 607

うち新病院建設分
病院負担相当分

158 157 155 154 152

一般会計繰出金合計 922 1,180 1,277 1,257 1,254

うち新病院建設分 316 314 310 308 304

（単位：百万円）

＜超長期財政計画（建替あり）経営コンサルティング業務報告書ベース＞一般会計繰出金年度別一覧表

資料１１
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資料１２
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 （2）高砂市全体の収支推移 

  （分析条件）（※資料 13） 

高砂市全体の収支推移の分析については、中長期ベース（不用額１．８％）（※

資料１４）と実績ベース（不用額３．０％）（※資料１５）という範囲で、３０年間の超長期財

政見通しを作成し、検討した。 

    作成の条件については、令和５年度以降の税収の増減や物価上昇、人件費上

昇等の変動要素を一切考慮せず、令和５年度地方財政計画で見込まれている

歳入、歳出で考え方を固定している。これは、地方財政計画が、地方団体が標

準的な行政水準を確保できるよう地方財源を保障するものであるから、変動要

素により歳出増の局面には、財源も保障される、という前提からである。 

  （想定外の影響要因） 

・経済成長を伴う物価（金利）上昇は、それ以上の歳入増も伴うので収支が好転

する。 

・経済成長を伴わない物価（金利）上昇は、歳入増を伴わないので収支が悪化 

する。 

・景気後退を伴う物価（金利）上昇は、収支がもっとも悪化する。 

・人口減少等による地方財政計画の規模縮小は、歳出に占める義務的経費（公

債費・人件費等）の割合が相対的に増加するため、収支が悪化する。 

・市単独ソフト事業については、新規事業を見込んでいない。 

   上記要因により、収支が大きく変動する可能性がある。 

  （作成ポイントと結果） 

これらを踏まえて、今回の作成ポイントは、公共施設の更新等の投資的経費を 

反映するとともに、公債費及び普通地方交付税の需要額算入を見込んだ点であ

る。これによって、超長期財政見通しの最終年度（令和３４年度）における、財政

29



調整基金残高については、中長期ベース（不用額１．８％）では△７４億円となり

（※資料１９）、実績ベース（不用額３．０％）では、＋１４億円となった（※資料２０）。現在

の財政調整基金残高と比べ、いずれの場合も減る結果となった。 

  （分析） 

３０年という超長期間での見通しということもあり、単年度では少額の影響で

あっても、最終的には大きな影響となることが改めて浮き彫りになった。過去長期

間にわたって続いたデフレーションから潮目が変化した現在、投資的経費におけ

る物価や金利の上昇は、相当な内包リスクと分析する。市の持続可能な財政運

営が可能となるよう高砂市民病院の経営改善目標を設定する必要がある。 

 

前述の結果や分析を受けて、高砂市民病院に対する将来的な市の財政負担

に備えるため、基金の設置について検討を行う。 
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超長期財政見通しの考え方 

（超長期財政見通し作成の目的） 

高砂市民病院将来構想庁内検討委員会は、市民病院のあるべき姿、機能及び役割、建物の建

替えを含めた方向性に関し、庁内組織における情報共有を図り、調査検討を行うために設置され

た。市民病院建物の建替えは、市の財政へ長期にわたって影響することが見込まれるため、令和

５年３月の中長期財政計画をさらに延長し、令和５年度から令和３４年度までの３０年間にわたる

超長期の財政見通しを作成する。これは、将来に向けて持続可能な財政運営を行うことを目的と

している。 

（全体事項） 

・令和５年３月中期財政計画、長期財政見通しをベースに作成するが、令和４年度については、

決算を反映している。令和５年度については、普通地方交付税及び臨時財政対策債を当初

決定額で反映し、令和６年度以降はそれらを考慮した額を反映している。 

・令和５年３月中期財政計画、長期財政見通しと同様、令和５年度地方財政計画の一般財源総

額をベースとした超長期財政見通しとする。歳入は、基本的に長期財政見通しの最終年度で

固定とする。歳出は、マクロベースで財源が確保されている補助事業等については長期財政

見通しの最終年度で固定している。これらは地方財政計画において、地方団体が標準的な行

政水準を確保できるよう、地方財源が保障されていることによる。 

・投資的事業は、公共施設の更新については、事業計画で予定されているものを反映し、連続

立体交差事業、広域ごみ処理施設更新事業、インフラ関係経費についても計上している。

・本表を４パターン作成している。

①不用額を中期財政計画、長期財政見通しと同様に歳出に１．８％を乗じた金額で、市民病

院基準外繰出金（赤字分）については経営コンサルティング業務報告書ベースとする。 

②不用額を過去５年間の実績 3.0％を乗じた金額で、市民病院基準外繰出金（赤字分）につ

いては経営コンサルティング業務報告書ベースとする。 

③不用額を中期財政計画、長期財政見通しと同様に歳出に１．８％を乗じた金額で、市民病

院基準外繰出金（赤字分）については令和９年度以降４億円で固定している。 

④不用額を過去５年間の実績 3.0％を乗じた金額で、市民病院基準外繰出金（赤字分）につ

いては令和９年度以降４億円で固定している。 

資料１３
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（歳入） 

原則として、令和１５年度以降は、令和１４年度の歳入をベースに横ばいとする。 

地方財政計画では、地方団体が標準的な行政水準を確保できるよう地方財源を保障している

ことから、令和５年度地方財政計画の一般財源総額が、令和６年度以降も確保される前提とする。 

１．市税 

 令和５年度地方財政計画で条件を固定することから、令和１５年度以降は令和１４年度と同額とす

る。ただし、下記の条件を考慮すると、（※資料16）のとおり推移すると見込まれる。 

【個人市民税】 

令和１５年度以降は、人口減少及び生産年齢人口の減少に伴う納税義務者の減少、６５歳以上人

口が最大となる時期等の影響を見込んでいる。 

【法人市民税】 

 新型コロナウイルス感染症の影響から一定の回復傾向にあり、令和５年度の予算規模で推移す

ると見込んでいるが、生産年齢人口の減少に伴う税収への影響を反映している。 

【固定資産税】 

 固定資産税については、将来への影響は少ないものと考えるが、人口減少に伴い、家屋（居宅）

の新築件数が減少傾向にあると考え、その影響を見込む。償却資産については法人市民税と同

様に、生産年齢人口の減少に伴う影響を反映している。 

その他の税についても、人口減少等による影響を見込む。 

２．地方交付税等 

（１）普通地方交付税

令和５年度地方財政計画で条件を固定することから、積算ベースも固定する。ただし、交付税

算入のある起債に伴う普通地方交付税の増減は反映する。 

（２）臨時財政対策債

令和５年度地方財政計画で条件を固定することから、積算ベースも固定する。また、財政力指

数の変動による、発行限度額の変動も考慮しない。 

資料１３
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（歳出） 

原則として、令和１５年度以降は、令和１４年度の歳出をベースに横ばいとする。 

地方財政計画では、地方団体が標準的な行政水準を確保できるよう地方歳出を見込んでいる

ことから、令和５年度地方財政計画の歳出水準が、令和６年度以降も確保される前提とする。 

１．人件費 

人件費は令和５年度地方財政計画でマクロベースでの財源が確保されているため、令和１５年

度以降は令和１４年度と同額とする。 

２．公債費 

令和１５年度以降は、公共施設の更新や連続立体交差事業、広域ごみ処理施設更新事業、その

他インフラ事業（毎年度借入額５億円に固定）を踏まえた借入予定額とし、算定する。また、市債借

入条件については、公共施設は２５年償還（３年据置）借入利率０．９％、連続立体、広域ごみ処理

施設更新事業、インフラは２０年償還（３年据置）借入利率０．８％とする。 

また、既発債と新発債の内訳、残高は（※資料17）のとおり推移すると見込み、参考に借入利率を

０．９％→１．８％、０．８％→１．６％と設定した場合も示す。 

３．扶助費 

補助事業等は令和１５年度以降、令和５年度地方財政計画でマクロベースでの財源が確保され

ているため固定する。ただし、市単独事業は、世代別人口の増減等の影響を反映している。 

４．繰出金 

各特別会計繰出金は令和１５年度以降、令和５年度地方財政計画でマクロベースでの財源が

確保されているため固定する。ただし、将来設計人口に基づく世代別人口の増減による影響を

反映させると（※資料18）のとおり推移すると見込まれる。 

５．投資的経費 

令和１５年度以降は、公共施設の更新や連続立体交差事業、広域ごみ処理施設更新事業、その

他インフラ事業（毎年度０．５億円に固定）を踏まえた額を算定する。また、公共施設の更新につい

ては、一律、特定財源は無しとし、市債充当率は７５％とする。 

資料１３
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６．その他経費 

（１）補助費等（下水道事業繰出金）

 総務省の要請により策定する、中長期的な経営の基本計画である「下水道事業経営戦略」に基

づいて、基準内繰出として、雨水処理に要する経費、分流式下水道等に要する経費等を計上する。 

（２）補助費等（市民病院繰出金）

 高砂市民病院経営コンサルティング業務報告書で提案された内容に基づいて金額を計上し、作

成している。法定耐用年数を迎える病院の建替え（移転新築、介護医療院無し）を想定し、それに

係る繰出金を計上する。令和１５年度以降は、コンサルティング業務で提案された積算内容に準じ

て算定する。 

 また、令和９年度以降について、市民病院への基準外繰出金（赤字分）を４億円で固定したもの

も作成している。 

資料１３
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7．新たなアピールポイントについて 

（１）全室個室化 

新病院では入院部屋は全室個室化とする。料金は特別室を除き無料とし、経

済的負担を増加させることなく、入院患者の療養環境の向上を図る。 

 

（２）健診・人間ドック事業の拡大 

・新病院では健診センターをワンフロア化し、健診・ドックに特化した機能を持た

せる。 

・市内事業所（市職員も含む）への健康診断の拡充 

・土日・祝日の健診実施の検討 

 

 （３）小児外来リハビリテーションの PR 

高砂市民病院の言語聴覚士は、日本言語聴覚学会の最優秀論文賞を受賞し、

現在は日本摂取嚥下リハビリテーション学会の評議員としても活躍している。そ

の言語聴覚士による「小児読み書き外来」や「言語発達外来」の専門外来の患者

は県外からも受診している。この専門外来の強みを大きく PR することで、高砂

市民病院の知名度を上げていく。 

 

（４）高齢者心不全ネットワークへの参加 

急速な高齢化が進展していく状況の中、高齢者の心不全が１０年後は現状の 

１．５倍となることが想定されている。当該疾患は地域で対応していく体制が必要

であることから東播磨医療圏域内で構築されている「高齢者心不全ネットワーク」

へ参加し、他医療機関との連携を深め、その役割を果たしていく。 
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（５）ヘルニアセンターの開設の検討 

現在、高砂市民病院は地域の急性期機能も担っていることから、がんの手術

件数は大幅に減少している状況であるが、虫垂炎やヘルニア手術等は十分に対

応できることから他医療機関へ当該手術について、紹介依頼を意欲的に行って

いくべきであると考えている。特にヘルニア手術については、東播磨医療圏域内

において高砂市民病院が担っていくことで、ヘルニア手術の専門性を高めること

ができることから、ヘルニアセンターの開設について検討していく。 

 

（６）出前講座の充実 

現在、実施している「市民病院出前講座」について、市民が関心を持っている

病気、健康に関する知識、そして非常にニーズが高まっている感染症に関する

講座等のメニューを増加させ、市民に対して医療に関するきめ細かいサービス

を提供していく。 

 

（７）交通手段の確保の検討 

高砂市民病院へのアクセス方法については多くの要望を受けている。公共交

通機関や専用バスなどを活用した交通手段の確保について検討を行う。 
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8．新たな経営改善策について 

（１）病院職員による提案制度について 

現在、市で実施している提案制度にならい、病院職員による病院運営に係る

提案制度を創設し、高砂市民病院の経営改善策、イメージアップ、タスクシフト・

タスクシェア等にそれらの意見を取入れ、院内の活性化を図っていく。 

 

（２）病院経営のエキスパートの配置について 

病院経営においては、医療制度、診療報酬体系、医療ニーズ等のマーケティ 

ング、国の医療政策の動向の分析など非常に専門性の高い知識が必要となって

くる。それらを踏まえた病院経営改善策を講じていくとともにその改善策を着実

に実施していくためのエキスパートを配置し、持続可能な経営基盤の確立を図っ

ていく。 

 

（３）病院施設の包括管理委託の導入 

市においては、複数施設を一括で管理する包括管理委託を導入している。高

砂市民病院においても、同様に実施することで、病院事業全体における費用を削

減できないか、検討していく。 

 

（４）職員給与比率（対医業収益）の抑制 

現在、高砂市民病院の職員給与比率は７０％を超え、人件費が病院経営を圧

迫している状況となっている。将来的にダウンサイジングを考慮した人員配置計

画を作成するとともに、組織横断的なタスクシェア及び DX 化の推進を実施する

など、職員給与比率の抑制を図っていく。 
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（５）事務局の人員配置について 

高砂市民病院の事務局は市長部局からの出向職員で構成されているが、病

院運営には専門的な知識が必要となっている。この事務局の人員配置を医療制

度、診療報酬体系等の専門的知識を持ったプロパー職員で構成するように変更

できないか、検討していく。 
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９．市民意見について 

令和５年９月に高砂市民病院将来構想（素案）を作成し、素案に対する市民の

意見を幅広く聴いた。 

 （市民アンケート分析） 

  ・問２「年代」（５３ページ及び５８ページ） 

各年代の割合について、郵送分では多少の誤差はあるものの概ねバランスの

とれた結果であると考えている。一方で、たかさごナビ分では２０歳以下から４０

歳代の回答割合が低く、５０歳代から７０歳代の回答割合が高い結果となった。 

  ・問３「居住地」（５４ページ及び５９ページ） 

居住地の割合について、郵送分では多少の誤差はあるものの概ねバランスの

とれた結果であると考えている。一方で、たかさごナビ分では荒井地区の回答割

合が高い結果となった。 

  ・問４「高砂市民病院に期待する機能及び役割、充実してほしい分野」（５５ペー

ジ及び６０ページ） 

回答が多かった項目である、 

・夜間・休日の診療や救急医療 

・近隣の高度急性期病院とのスムーズな連携 

・地域の病院やクリニック、介護施設とのスムーズな連携 

については、「高砂市民病院のあるべき姿」に掲載しており、市民ニーズと合致し

ている結果となったが、 

・地域で不足する医療 

についても回答割合が高い結果となっている。 

また、２０歳以下から４０歳代の回答では、５０歳代以上の回答と比較して、 

 ・小児・産科の医療 
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の回答割合が高く、 

 ・手術など重度な状態を脱した後のリハビリや療養のための回復期病床 

 ・がんなどの終末期の緩和ケア病床 

 ・介護医療院の併設 

が低くなる傾向であった。 

  ・問５「医療提供体制や経営形態」（５６ページ及び６１ページ） 

 郵送分では、現状通りの公設公営と指定管理者制度（公設民営）等で回答が二

分される結果となったが、２０歳以下から４０歳代では指定管理者制度（公設民営）

等の回答割合が高くなっている。 

 たかさごナビ分では、現状通りの公設公営が高い回答割合となったが、２０歳

以下から４０歳代では逆転し、指定管理者制度（公設民営）等の割合が高くなっ

ている。また、いずれの場合も「民間移譲」や「廃院」の割合は低かった。 

 ・問６「市民病院への財政支援」（５６ページ及び６１ページ） 

郵送分では「上限を定めるべきである」という回答が多かった。たかさごナビ分

では「全額支援」と「上限を定めるべき」で回答が二分される結果となったが、２０

歳以下から４０歳代では「上限を定めるべきである」が大きく上回った。 

また、いずれの場合も「市民病院への支援よりも他の事業に活用すべきである」

という回答は低い結果となった。 

・問７「建物の建替え」（５７ページ及び６２ページ） 

いずれの場合も「移転建替え」が半数近くを占めており、「廃院」は低かった。 

 

以上のことから、経営形態に違いはあるものの高砂市民病院が市民にとって

必要であること、そのための財政支援が必要であることが確認できた。移転建替

えも含め、高砂市民病院将来構想（素案）の内容が概ね理解された結果であると
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判断している。なお、市民からの意見を受けて今回作成の高砂市民病院将来構

想に反映させた項目は次のとおりである。 

 

・「新興感染症への対応」における資料の追加（７ページ） 

高砂市民病院の新型コロナウイルス感染症対応に対する感謝や新興感染症

への不安についての意見があった。それを受け公立病院として高砂市民病院が

どのように新型コロナウイルス感染症対応を行ったのかの実績資料を追加した。 

・「救急搬送患者の受入れ」における説明の追加（８ページ） 

高砂市民病院に最も期待する分野は、夜間・休日の診療や救急医療であった。

整形外科における土曜日の救急搬送患者の受入れについて説明を追加した。 

・「派遣元大学等への派遣依頼」における表記の変更（１４ページ） 

医師確保はあらゆる手段を講じるべきとの意見を受け、派遣元大学等と表記

を改めた。 

・「医学生への修学資金制度の創設」の実施（１５ページ） 

素案では検討するとしていたが、市の判断で実施できることから、すぐにでも

取り組むべきであるとの意見をいただいた。それを受けこの案では実施とした。 

・「人脈を通じた働きかけ」の追加（１５ページ） 

医師確保についての意見は数多くいただいた。その中で人脈を活用した取り

組みができないのかと質問もいただいた。それを受けこの案で追加した。 

・「建物の建替えの考え方について」における資料の追加（２３ページ） 

３パターンの検討状況について説明資料が不足していると指摘を受けた。それ

ぞれの概算事業費の考え方やメリット、デメリットについて説明を追加した。 

・「高砂市民病院への繰出金推移」における資料の追加（２７ページ） 

基準外繰出金のうち、赤字部分と建設費償還金を分けて表示すべきではない
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かと意見をいただいた。それを受け資料の中で基準内繰出金と基準外繰出金の

うち新病院建設分欄を追加した。 

・「高砂市全体の収支推移」に基金設置検討の追加（３０ページ） 

高砂市民病院へ財政支援することによる市全体への影響を心配される意見が

あった。これを受け、将来的な市の財政負担に備えるための基金の設置について

検討を行うことを追記した。 

・「交通手段の確保の検討」の追加（４６ページ） 

高砂市民病院へのアクセス方法については不便であるとの多くの意見をいた

だいた。それを受けこの案では項目を追加した。 

・「高砂市民病院の将来像について」の修正（６６ページ） 

素案では令和８年度末時点での将来予測としていたが、高砂市民病院の経営

形態や市の財政支援については意見が二分される結果となった。この結果を受

け、明らかに経営状況の好転が見込めない場合も想定し、令和８年度を待たず

に判断を前倒しすることもあるとした。 
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（１）市民アンケート調査結果（郵送分）

　　・実施期間 令和５年１０月６日から同年１１月６日

　　・回答数　　　 ３８５件

　　問１　あなたの性別を１つ選んで、番号に「○」をしてください。

　　問２　あなたの年代を１つ選んで、番号に「○」をしてください。

①男性
43.1%

②女性
55.8%

③その他
0.0%

④答えたくない
1.0%

①20歳代以下
12.7%

②30歳代
15.6%

③40歳代
10.9%

④50歳代
15.6%

⑤60歳代
18.4%

⑥70歳代
23.4%

⑦80歳代
2.3%

⑧90歳代以上
0.0%
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　　問３　あなたの居住地を１つ選んで、番号に「○」をしてください。

①高砂
12.5%

②荒井
13.8%

③伊保
15.3%

④中筋
3.9%

⑤曽根
11.7%

⑥米田
26.5%

⑦阿弥陀
9.6%

⑧北浜
5.2%
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　　問４　高砂市民病院に期待する機能及び役割、充実してほしい分野には具体的にはどのような

　  　　　ものがあるでしょうか。以下の中から５つ以内で選んで、番号に「○」をしてください。

63.4%

38.1%

31.1%

21.9%

31.1%

25.6%

17.0%

41.0%

44.4%

24.3%

30.0%

29.5%

9.7%

6.5%

13.3%

3.4%

1.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

夜間・休日の診療や救急医療

地域で不足する医療

高度・専門・先進医療

小児・産科の医療

手術など重度な状態を脱した後の
リハビリや療養のための回復期病床

がんなどの終末期の緩和ケア病床

在宅医療サービス(訪問診察や看護)

近隣の高度急性期病院とのスムーズな連携

地域の病院やクリニック、介護施設
とのスムーズな連携

新型コロナなどの新興感染症への対応

地震等の災害発生時でのけが人の受入や対応

健康診断や各種検診・ドックなどの予防医療

健康や病気についての相談窓口

オンライン診療

介護医療院の併設

特になし

その他
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　　問5　市民病院では医師数が減少傾向（別紙参照）であり、医師確保が出来なかった場合には医療提供

　　　　　 体制を縮小せざるを得ません。医療提供体制や経営形態について、以下の中から１つ選んで、

　　　　　 番号に「○」をしてください。

　　　①医師数に相応した医療機能（一般外来、回復期・終末期機能、健（検）診など）の提供となっても

　　 　　現状通り（公設公営）の病院は必要である

　　　②指定管理者制度（公設民営）（※）等へ移行し、地域の医療需要に対応出来る病院が必要である

　　　③市内に公設の病院は必要ない（民間移譲）

　　　④廃院

　　　⑤その他

　　問6　市民病院に赤字が発生した場合、市がその全額を補てんしていますが、今後も恒常的な赤字が

　　　　　 発生する恐れがあります。市民病院への財政支援について、次の中から１つ選んで、番号に「○」

　　　　　 をしてください。

　　　①医療サービスを維持するためには、市の財政からの全額支援が必要である

　　　②市の財政支援は必要であるが、上限を定めるべきである

　　　③市民病院への支援よりも他の事業に活用すべきである

　　　④その他

①
43.6%

②
42.6%

③
7.0%

④
4.7%

⑤
1.6%

①
35.1%

②
48.3%

③
13.5%

④
1.8%
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　　問7　建物の老朽化のために建替え又は改修を検討しています。なお、建替えた場合の効果としては、

　　　　　 病床数の減少による光熱水費や委託料の削減を図ることが出来ます。新病院の建設について、

　　　　　 下記の中から１つ選んで、番号に「○」をしてください。

　　　①現地で新病院を建設

　　　②移転して新病院を建設

　　　③現在の建物を改修

　　　④廃院

　　　⑤その他

①
20.5%

②
45.7%

③
22.1%

④
6.8%

⑤
4.4%
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（２）市民アンケート調査結果（たかさごナビ）

　　・実施期間 令和５年１０月６日から同年１１月６日

　　・回答数　　　 ２０７件

　　問１　あなたの性別を１つ選んで、番号に「○」をしてください。

　　問２　あなたの年代を１つ選んで、番号に「○」をしてください。

①男性
50.2%

②女性
47.8%

③その他
0.0%

④答えたくない
1.9%

①20歳代以下
1.4% ②30歳代

8.7%

③40歳代
9.7%

④50歳代
24.2%

⑤60歳代
30.0%

⑥70歳代
23.7%

⑦80歳代
2.4%

⑧90歳代以上
0.0%
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　　問３　あなたの居住地を１つ選んで、番号に「○」をしてください。

①高砂
12.1%

②荒井
21.7%

③伊保
15.9%

④中筋
3.4%

⑤曽根
10.6%

⑥米田
19.8%

⑦阿弥陀
13.5%

⑧北浜
2.9%
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　　問４　高砂市民病院に期待する機能及び役割、充実してほしい分野には具体的にはどのような

　  　　　ものがあるでしょうか。以下の中から５つ以内で選んで、番号に「○」をしてください。

57.0%

47.3%

29.5%

19.8%

31.4%

36.7%

20.3%

40.6%

44.4%

17.9%

24.6%

33.8%

4.3%

9.7%

11.6%

1.9%

3.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

夜間・休日の診療や救急医療

地域で不足する医療

高度・専門・先進医療

小児・産科の医療

手術など重度な状態を脱した後の
リハビリや療養のための回復期病床

がんなどの終末期の緩和ケア病床

在宅医療サービス(訪問診察や看護)

近隣の高度急性期病院とのスムーズな連携

地域の病院やクリニック、介護施設
とのスムーズな連携

新型コロナなどの新興感染症への対応

地震等の災害発生時でのけが人の受入や対応

健康診断や各種検診・ドックなどの予防医療

健康や病気についての相談窓口

オンライン診療

介護医療院の併設

特になし

その他
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　　問5　市民病院では医師数が減少傾向（別紙参照）であり、医師確保が出来なかった場合には医療提供

　　　　　 体制を縮小せざるを得ません。医療提供体制や経営形態について、以下の中から１つ選んで、

　　　　　 番号に「○」をしてください。

　　　①医師数に相応した医療機能（一般外来、回復期・終末期機能、健（検）診など）の提供となっても

　　 　　現状通り（公設公営）の病院は必要である

　　　②指定管理者制度（公設民営）（※）等へ移行し、地域の医療需要に対応出来る病院が必要である

　　　③市内に公設の病院は必要ない（民間移譲）

　　　④廃院

　　　⑤その他

　　問6　市民病院に赤字が発生した場合、市がその全額を補てんしていますが、今後も恒常的な赤字が

　　　　　 発生する恐れがあります。市民病院への財政支援について、次の中から１つ選んで、番号に「○」

　　　　　 をしてください。

　　　①医療サービスを維持するためには、市の財政からの全額支援が必要である

　　　②市の財政支援は必要であるが、上限を定めるべきである

　　　③市民病院への支援よりも他の事業に活用すべきである

　　　④その他

①
47.3%

②
39.6%

③
5.3%

④
4.3%

⑤
3.4%

①
42.5%

②
43.5%

③
12.1%

④
1.9%
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　　問7　建物の老朽化のために建替え又は改修を検討しています。なお、建替えた場合の効果としては、

　　　　　 病床数の減少による光熱水費や委託料の削減を図ることが出来ます。新病院の建設について、

　　　　　 下記の中から１つ選んで、番号に「○」をしてください。

　　　①現地で新病院を建設

　　　②移転して新病院を建設

　　　③現在の建物を改修

　　　④廃院

　　　⑤その他

①
20.8%

②
51.7%

③
17.4%

④
8.2%

⑤
1.9%
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（３）市民説明会調査結果

　　・実施期間 令和５年１０月２１日、２２日

　　・参加者数　　　 １０４名

　　〇居住地グラフ

　　〇年代別グラフ

①高砂
14.4%

②荒井
8.7%

③伊保
12.5%

④中筋
5.8%

⑤曽根
5.8%

⑥米田
12.5%

⑦阿弥陀
10.6%

⑧北浜
6.7%

未記入
1.9%

①20歳代以下
1.9%

②30歳代
0.0%

③40歳代
7.7%

④50歳代
7.7%

⑤60歳代
26.0%

⑥70歳代
24.0%

⑦80歳代
11.5%

⑧90歳代以上
0.0%

未記入
0.0%
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（４）特別出前講座調査結果

　　・申込期間 令和５年１０月２日から同年１０月２０日

　　・実施期間 令和５年１０月１６日から同年１０月３１日

　　・参加者数　　　 ６団体、１１７名

　　〇居住地グラフ

　　〇年代別グラフ

①高砂
11.1%

②荒井
12.8%

③伊保
6.8%

④中筋
3.4%

⑤曽根
10.3%

⑥米田
17.1%

⑦阿弥陀
3.4%

⑧北浜
1.7%

未記入
9.4%

①20歳代以下
8.5% ②30歳代

1.7%

③40歳代
19.7%

④50歳代
4.3%⑤60歳代

6.8%

⑥70歳代
22.2%

⑦80歳代
11.1%

⑧90歳代以上
0.0%

未記入
1.7%
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（５）意見公募（パブリックコメント）

　　・実施期間 令和５年１０月２日から同年１１月２日

　　・件数　　　 ２８件

（６）高砂市総合政策審議会

　　・実施期間 令和５年１０月１８日、１９日

　　・出席者数　　　 ２３名
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おわりに 高砂市民病院の将来像について 

高砂市民病院は、高砂市域の中核病院として急性期、回復期、終末期医療を

提供しています。 

また、新型コロナウイルス感染症対応においては、陽性患者の入院対応、PCR

検査、そして感染防止のためのワクチン接種等、全てのコロナ対応医療を実施し、

公立病院としての使命を果たし、その存在意義を示したと考えております。 

高砂市民病院は、「面倒見のいい病院」として、引き続き市民の皆様に寄りそ

った医療を提供する総合病院を目指してまいります。 

また、医師数が減少していくことが想定されるなか、充実した医療の確保及び

持続可能な病院経営のため、医師の確保は最重要課題として捉え、あらゆる手

段を講じて努力してまいります。さらには、新たなアピールポイントや経営改善策

にも取り組みます。 

建物については「移転建替え」により、新しい高砂市民病院として多くの市民・

患者様に利用していただけるような魅力のある病院にしてまいります。 

その結果、令和７年度までの決算(見込み)収支や医師確保対策の状況などを

考慮し、原則として令和８年度中に将来予測を行ったうえで、基準外繰出金を４

億円に維持（※）できた場合（※資料１２）、超長期財政見通しの最終年度（令和３４

年度）における、財政調整基金残高については、中長期ベース（不用額１．８％）

（※資料２１）では△33 億円となり（※資料２３）、実績ベース（不用額３．０％）（※資料２２）

では、＋55 億円となります（※資料２４）。 

残高には幅があるものの、現時点では公設公営の高砂市民病院として運営を

続けたとしても持続可能な財政運営ができる範疇と判断します。 

 

※新病院開院予定年度以降１０年間の平均基準外繰出金が４億円程度を維持すること。 
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ただし、基準外繰出金が4億円程度を維持できなければ、経営形態を見直し、

持続可能な経営基盤の確立を目指します。なお、明らかに経営状況の好転が見

込めない場合、令和８年度を待たずに判断を前倒しすることもあります。 
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